
 

令和７年 12 月定例会 

総務委員会 

危機管理部長説明要旨 

 

危機管理部長の 中村 でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

まず、今月８日に青森県東方沖を震源とするマグニチュード 7.5 の地震

が発生し、青森県で最大震度６強、北海道と岩手県で最大震度５強を観測す

るとともに、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県では、津波

警報が発表されました。 

この地震により、本日の時点で負傷者 46 人、住家被害 56 棟などの被

害が発生しております。 

被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

 

それでは、危機管理部の最近の主な取組について、御説明申し上げます。 

 

まず、１１月５日は、国連で定めた「世界津波の日」であり、今年は制定から

１０年を迎えました。この節目に当たり、あらためて県民の皆様に地震・津波

への備えを考えていただくため、広川町との共催により、記念事業を行いま

した。 

10 月 25 日には広川町で「稲むらの火」の現地体験ツアーを行い、「世界

津波の日」の由来となった濱口梧陵翁の偉業を知っていただくとともに、 

11 月 21 日には、県民文化会館で約２５０人の参加のもとシンポジウムを開

催し、若い世代の方の視点も交え、津波から逃げる取組を次世代に継承し

ていくことの重要性をメッセージとして発信いたしました。 

また、今年も県内各地で、「世界津波の日」にあわせて津波避難訓練など

の防災訓練が実施されるとともに、県では、県民の皆様に災害時の備蓄の

重要性を理解いただくため、協定企業の協力も得て、ＪＲ和歌山駅や県内ス

ーパーの店舗において、啓発物資の配布や防災ブースの設置など「防災備

蓄キャンペーン」も実施したところです。 



今後も引き続き、市町村と連携して地域住民が主体となった訓練の実施

や啓発活動などにより、防災意識の向上に取り組んでまいります。 

 

次に「地域防災力の向上に向けた取組」について、御説明申し上げます。 

県では、地域防災の中心的な担い手を育成するため、防災に関する知識・

技術を学ぶ講座「紀の国防災人づくり塾」を開催しており、今年度は、10 月

から 11 月にかけて和歌山市で開催し、166 人の方が修了しました。 

また、平時から顔の見える関係を構築し、連携しながら地域の防災活動の

活性化に取り組んでいただけるよう、今年度は、人づくり塾の修了者や自主

防災組織の方々、防災士など様々な地域の防災リーダーを対象に「地域防

災活動交流会」を振興局単位で開催しています。 

今後も引き続き、防災に関する人材の育成を通じて、地域の防災力をさ

らに高めてまいります。 

 

次に「防災訓練」について、御説明申し上げます。 

10 月 15 日に「和歌山県総合防災訓練」を実施しました。 

南海トラフ地震等の大規模災害の発生に備え、警察・消防・自衛隊・医療

機関など 13 機関から約 130 人が参加し、ヘリによる情報収集、倒壊家屋

からの救出・救助、患者搬送などの連携訓練を行い、発災時の迅速・的確な

初動対応及び対処能力の強化を図りました。 

また、来年２月には、国等からの救援物資を円滑に被災者に届けるため、

国の物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、物流事業者等と連携した

物資輸送訓練を実施する予定です。 

これらの訓練を通じ本県の災害対応力の向上を図ってまいります。 

 

続きまして、今議会に提出しております危機管理部関連の補正予算案に

ついて、御説明申し上げます。 

 

まず補正予算説明書の「出」の８ページをお開き願います。 

第２款「総務費」第６項「防災費」で、 



1,273 万 2 千円の増額をお願いしております。 

内容といたしましては、県人事委員会勧告に基づく職員の給与の改定等

に伴うものでございます。 

 

次に補正予算説明書の「雑」の 7 ページをお開き願います。 

繰越明許費といたしまして、「地震・津波被害予測調査」事業にて、 

5,947 万 1 千円の繰越をお願いしております。 

内容といたしましては、南海トラフ地震の被害想定の見直しにおいて、時

間差で発生する地震や災害関連死等の新たな事項への対応に時間を要す

ることが判明したことによるものでございます。 

 

次に補正予算説明書（追加）の「出」の 2 ページをお開き願います。 

第２款「総務費」第６項「防災費」で、 

7 億 7,607 万 8 千円の増額をお願いしております。 

内容といたしましては、国の物価高対策の支援対象となっていないＬＰガ

スの一般消費者等の負担を軽減するため、１世帯あたり月 1,000 円を上限

に値下げするガス販売事業者に対して、値下げ相当分を支援するものでご

ざいます。 

支援期間につきましては、出来るだけ早く効果発現を図るため、まずは令

和８年１月検針分で対応いたします。 

なお、２月及び３月検針分につきましては、年度内の事業費確定が困難な

ため、その分の支援は予算の繰越執行を承認いただき、年度が改まってす

ぐの４月及び５月検針分で対応していきたいと考えております。 

 

その予算の繰越についてでございますが、補正予算説明書（追加）の「雑」

の１ページをお開き願います。 

繰越明許費といたしまして、「ＬＰガス料金高騰対策支援」 事業にて、 

５億 1,522 万 8 千円の繰越をお願いしております。 

 

私からは以上でございます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 
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